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第２章　本編

　実行プランの全体像は以下のとおりです。

　４つの重点戦略に沿って、展開していくまちづくりの基本目標を市民と行政による「まちづくり宣

言」として12項目位置付けます。

4  実行プラン

《まちづくり宣言（基本目標）》

人
が
元
気

　ま
ち
も
元
気

　自
慢
し
た
く
な
る
ふ
る
さ
と

　龍
ケ
崎

安心と住みよさが実感できる生活環境づくりに向けて…

10. 安心安全が実感できるまちづくり
11. 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり
12. 交通インフラが充実した住みよいまちづくり

を進めます。

重点戦略４
安心と住みよさが
実感できる
生活環境づくり

まちの活性化と知名度アップに向けて…

6. 豊かな自然・地域資源を活かしたまちづくり
7. 元気を生み出す活力ある産業が育つまちづくり
8. 大学のあるまちのメリットを活かした
　　特色あるまちづくり
9. 環境先進都市を目指したまちづくり

を進めます。

重点戦略３
まちの活性化と
知名度アップ

若者・子育て世代の定住環境の創出に向けて…

4. 子育て環境日本一を目指したまちづくり（重点施策）
5. 心豊かな「龍の子」を地域で育てるまちづくり

を進めます。

重点戦略２
若者・子育て世代の
定住環境の創出

協働のまちづくりと地域力のアップに向けて…

1. 市民活動日本一を目指したまちづくり（重点施策）
2. 市民みんなで考え、つくる、わかりやすいまちづくり
3. 地域の力を活かした、地域が輝くまちづくり

を進めます。

重点戦略１
協働のまちづくりと
地域力のアップ
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実
行
プ
ラ
ン

４

　「まちづくり宣言」を実行していくための手段を「主要事業」として記載しています。その中でも特

に重点戦略の中心となる事業を「優先プロジェクト」として位置付け、重点的・優先的に取り組んで

いきます。

《優先プロジェクト》 《主要事業》

◆協働事業提案制度
◆市民活動の支援
◆政策情報誌の発行
◆情報発信システムの構築
◆新しい市政モニター制度の構築
◆地域担当職員制度の導入

など

◆出会いのサポート
◆医療費と給食費の負担軽減
◆３人っ子応援制度
◆小中学校の適正規模適正配置
◆特色ある学校づくり

など

◆道の駅の誘致
◆龍ケ崎ブランドアクションプランの
策定・実行
◆農産品の龍ケ崎ブランド認定制度の
構築
◆新たな商業拠点の形成
◆龍・流連携事業の推進
◆バイオマス利用の拡大

など

◆災害備蓄の充実と災害援助協定等の
拡大
◆災害時の要援護者避難支援
◆高齢者の居場所づくり
◆高齢者の健康づくりの推進
◆障害福祉サービス提供と障がい者家
族の負担軽減
◆コミュニティバスの充実

など

まちづくり
バンク・

ポイント制度
の構築

自治基本
条例の制定

中核的な
地域コミュニティ

の形成

保育・預かり
サービスの充実

遊びの
拠点づくり

龍ケ崎教育
市民会議
の開催

グリーンツーリズム・
アグリツーリズム

の展開

自然エネルギー
の利用促進

高齢者向け
市内公共
交通定期券
の発行

地域における
防災訓練の充実


